
- 3 - 

 

２『気象庁各種警報』発令及び『南海トラフ地震』対応マニュアル 
 

１ 警報・注意報発令時  

   ※警報・注意報の発令地区は居住地、下田市又は通学経路にあたる町とする。 

警報、注意報 
市町の対応 
警戒レベル 

対               応 

発令時 学校の対応等 生 徒 の 行 動 

特別警報発令 
( 暴 風 ・ 大
雨・洪水等) 

 
暴風警報発令 

 
避難指示 

 
警戒レベル４

以上 

登校前 

授業は行わない
ので生徒は自宅
で待機する。ま
たは安全な場所
に避難する。 

・午前１１時までに解除された場合は、安
全を確認し、直ちに登校する。ただし、
伊豆急行、東海バスが不通の場合、利用
者は自宅待機し、運転が再開した場合は
安全を確認し、直ちに登校する。 

・午前１１時の時点で警報が解除されない
場合は、休校（家庭学習）とする。土曜
講習等午前中の日程の場合は、午前７時
の時点とする。 

登校後 
原則として授業
を中止し、生徒
を下校させる。 

・下校路の安全に留意し、下校する。 
・安全に下校することが困難な生徒は、保
護者と連絡を取り適切な対応をする。 

大雨、洪水等
の警報及び注
意報発令 

 
 

警戒レベル３
以下 

登校前 
原則として授業
を行う。 

・安全に登校できる生徒は登校する。ただ
し、伊豆急行、東海バスが不通の場合、
利用者は自宅待機し、運転が再開した場
合は安全を確認し、直ちに登校する。 

登校後 
原則として授業
を行う。 

・気象情報や地域の実情に応じ、状況が良
くならない場合は下校する場合もある。 

 
大津波警報 

発令 
 
 
 

津波警報発令 
 
 
 
 
 
 
  

登校前 

授業は行わないの
で生徒は自宅で待
機する。または安
全な場所に避難す
る。 

・午前１１時までに解除された場合は、安
全を確認し、直ちに登校する。ただし、
伊豆急行、東海バスが不通の場合、利用
者は自宅待機し、運転が再開した場合は
安全を確認し、直ちに登校する。 

・午前１１時の時点で警報が解除されない
場合は、休校（家庭学習）とする。土曜
講習等午前中の日程の場合は、午前７時
の時点とする。 

・解除されない時点でも学校の判断で登校
の指示(メール等により)をする場合有。 

登校後 

原則として授業
を中止し、安全
確認が行われる
まで、生徒は学
校に待機させ、
安全確認後保護
者へ引き渡す。 

・安全に帰宅できることが確認されるまで
学校に待機する。 

・安全に帰宅できる事が確認された後、保
護者と協議した上で原則として保護者又
は親類等で身元の明らかな者とともに帰
宅する。 


